
重要！申請についてのお願い 2026.1.15 更新 

●CKU（チャイナ・ケネル・ユニオン）の血統書は当協会では扱わないことになりました 

2025 年末より CKU の血統内容に不備があるため、調査したところ血統書の偽造が発覚しました。 

2026 年 1 月より血統書の真偽に関わらず当協会では CKU の血統書は扱わないことになりました。 

●会員登録住所についてのお願い（会員登録住所と統一されていないと郵便事故・遅延になる場合があります） 

・会員登録住所は会報および協会からの郵便や血統書を確実に受け取れる住所にしてください。 

・住所を変更した場合、速やかに書面で住所変更を届け出てください。 

※申請用紙は各クラブ長から受け取ってください。またホームページからもダウンロードできます。 

2020年7月１日以降の※申請分より実施されています。※仔犬の生年月日ではありません。 

①「日本豆柴犬協会（ＪＳＭＡ）(ＮＭＳＡ)」は、ＫＣジャパンとは一切関係ありません。この団体から発

行された血統書は、いかなる理由があってもＫＣジャパンでは取扱い不可です。 

②雄犬雌犬の最初の交配可は、生後８か月と１日以降からです。雌犬の交配間隔は４か月以上です。 

③遺伝子検査(ＧＭ１ガングリオシドーシス)義務化 

豆柴(未審査)、柴犬(豆柴認定犬未審査)の両親犬は検査が必要です。 

※プレミアム血統書同士の交配の仔犬は、ガングリオシドーシス遺伝病のリスクがありません。 

※未検査の場合、仔犬の血統書を発行することができません。 

※犬種変更の際、両親犬が未検査だと犬種変更不可になります。 

※一胎子申請の際は検査結果書類(コピー可)とＫＣＪ血統書原本添付。（プレミアム血統書登録料 3200 円） 

④プレミアム血統書を発行する際は、犬種に関わらずマイクロチップが必要です。 

【プレミアム血統書とは、下記の条件をすべて満たす犬です】 

①マイクロチップ装着 ②遺伝子検査結果 CLR（クリア） 

③豆柴認定審査に合格した豆柴もしくは柴犬 ④血統書の色が緑 

※プレミアム血統書を申請時、マイクロチップ装着・遺伝子検査クリア・豆柴認定合格を同時申請し

た場合は、登録料 3,200 円にすべて含まれます。 

 ※血統書にプレミアム血統の記載はありませんが、犬名の前にＧＭ１クリアマークが入ります。 

⑤繁殖歴、近親交配、犬種変更の可否などの問い合わせにはお応えできません。調査する場合は、 

繁殖歴（1件につき\2,100）他調査料（1 件につき\1,100）が必要です。申請は郵送でお願いします。 

⑥一胎子登録の豆柴・柴犬には必ず、母犬と仔犬(頭数、毛色が確認できる)写真を添付してください。 

⑦追加申請は廃止です。一胎子申請時に生まれたすべての仔犬を一括申請してください 

⑧再発行された血統書が後から出てきた場合必ず登録部に返却してください。再々発行は書面による発行依頼と登録事業

部長の承諾が必要です。尚、確認のため発行に１か月以上かかります。 

⑨誕生日訂正ができる期間は訂正前の誕生日から前後３か月以内です。繁殖履歴に不整合が無いよう繁殖歴は繁殖者自身

が管理してください。 

⑩申請するクラブ会員は、所属クラブ長に規定の料金を添えて提出してください、会員から申請を預かったクラブ長は申

請内容に記入漏れや捺印に間違いが無いか確認の上遅滞なく（10 日以内）登録部に料金と同時にお送りください。 

⑪Ｅメール、ＦＡＸでの申請受付は行っておりません、必ず郵送でお送りください。またメール便は紛失する恐れがあり

ますので使用しないでください。 

⑫同日受付の申請は、特別な理由が無い限り、同じ日に発行・発送しております。血統書が届きましたらすぐに、間違い

が無いか枚数などご確認ください。             ※至急発行は受け付けておりません。 

         



登録料金改定のご案内 2025.8.8 更新 

2026年4月1日（受付振込日付・郵便消印）より下記料金に替わります。 

登録料金についてはこれまでもできる限り据え置いてきましたが、昨今のインフレは原料高騰による印刷コスト、郵便料金

の値上げなど自助努力にも限界があり、一胎子登録料は据え置きますが一部登録料金の改訂をいたします。会員の皆様

にはご負担をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

Ｋ Ｃ Ｊ 犬 籍 登 録 種 別 料 金 改定価格 
内消費税額

（10％） 

入会金 （不課税） 2,000

円 

  

年会費 （不課税） 
1年 5,000

円 

 

3年 13,000

円 

 

犬舎号登録 5,300円  481 

190 

一胎犬登録料（仔犬 1匹につき） 
生後 4か月以内 2,100円  190 

290 生後 4か月以上 3,200円 4,200 381 

登録証明書 発行料 2,100円  190 

 

 
他団体母犬 登録証明書（一胎犬子申請時のみ） 無 料 2,100 190 

所有権登記料（名義変更料）（マイクロチップ同時登録込） 2,100円  190 

犬名登録料 1,100円  100 

単犬登録料（他団体血統書をＫＣＪへ移籍） 3,200円 4,200 381 

血統書 再発行料 ※可能なのは繁殖者、血統書記載の所有者のみ 3,200円 4,200 381 

血統書訂正 
（※汚れ・破損等の交換、 

マイクロチップ登録含む） 

訂正前原本あり 1,100円  100 

訂正前原本なし 4,300円 5,300 481 

プレミアム血統書登録料 
（遺伝子検査マーク） 

ＫＣＪ血統書 3,200円 4,200 381 

他団体血統書 5,300円 6,300 572 

調査料 

※調査申請書が必要です 

他団体血統書 5,300円  481 

繁殖歴（1件につき） 2,100円  190 

他（1件につき） 1,100円  100 

血統証書ホルダー 1,100円  100 

豆柴関係 

認定審査料（認定審査員に支払い） 1,000円  90 

認定登録料（体高記載血統書発行） 1,100円  100 

他団体犬登録同時認定登録料 3,200円 4,200 381 

犬種変更料 2,100円  190 

※プレミアム血統書を申請時、マイクロチップ装着・遺伝子検査クリア・豆柴認定合格を同時申請した場合は、登録料 4,200 円にすべて含まれます。 

NPO 法人日本社会福祉愛犬協会  登録番号 T5010505001322 


